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ま え が き 

 

 この度、平成２０年８月７日に国が公表した「特定高性能農業機械導入基本方針」に即し、「山

形県特定高性能農業機械導入計画」を策定しました。 

 近年、農業農村を巡る情勢は、農業従事者の減少や高齢化、さらには、経済のグローバル化に

よる国際的な競争の激化、原油や農業資材価格の高騰など大きな変化の時を迎えており、本県農

業の持続的な発展を図るためには、意欲ある認定農業者や集落営農組織等の担い手を育成・確保

しながら、経営基盤の充実強化を図り、競争力の高い農業経営を確立していくことが不可欠とな

っています。 

 こうした中、農業機械の普及に当たっては、地域の農業生産性の動向、土地基盤の整備状況、

農業機械を利用する経営体あるいは集落営農組織等の技術的及び社会経済的諸条件等に配慮し

て効率的な導入利用を進めていく必要があります。 

 一方、兼業化の進行、担い手の減少等の農業構造の変化に伴い、高齢者や女性が農作業に関わ

る機会の増加、農業機械の大型化等から、農作業中の事故が相当数発生しているため、農作業に

おける安全の確保も重要な課題となっています。 

 本計画はこのような見地に立ち、本県における農業事情を踏まえつつ、今後５ヵ年における特

定高性能農業機械の導入及び利用に当たっての目標を定めたものです。 

 本計画の活用によって、本県農業の一層の振興が図られることを期待します。 

 

 平成２１年３月３１日 

 

山形県農林水産部長 森 谷 裕 一 
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